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第１章 新水道ビジョンの策定にあたって

 

１．ビジョン策定の目的 

八代生活環境事務組合水道事業においては、平成２１年に「八代生活環境事務組合水

道ビジョン」を策定し、基本理念である「安全でおいしい水を安定供給する」の目標実

現のため、「安心」、「安定」、「持続」、「環境」の４つを基本とした施策目標の実現に向け

て取り組んできました。 

しかし、基本理念は平成３０年度に計画期間が満了し、また策定から１０年が経過し

ており、人口の減少や水需要の変化に伴う料金収入の減少、更新期を迎える水道施設の

急増、ベテラン職員の減少に伴う技術継承の問題、震災や豪雨等による大規模災害の頻

発等により、水道を取り巻く環境の急速な変化に対応することが困難になってきました。 

本組合水道事業においても、平成２８年４月に発生した熊本地震を経験し、漏水や断

水等の対応に苦慮しました。このことを教訓とし、より災害に強く持続可能な水道の実

現や危機管理のあり方、そのほかにも人口減少社会に対応するためアセットマネジメン

ト活用の方法等、平成２５年３月に国が策定した「新水道ビジョン」や平成２７年３月

に熊本県が策定した「熊本県水道ビジョン」（以下「県ビジョン」という。）の内容を踏

まえ、本組合水道事業の新たな水道ビジョンとして「八代生活環境事務組合新水道ビジ

ョン」（以下「本ビジョン」という。）を策定しました。 

 

２．対象地域 

 本ビジョンの対象地域は、八代市（千丁町及び鏡町の全域並びに東陽町及び泉町の一

部に限る。）及び八代郡氷川町とします。 

 

３．計画策定期間 

 水道施設の整備は、長期的な計画に基づき実施されます。 

 そのため本ビジョンにおいても、５０年後、１００年後の将来を見据えた上で、本組

合水道事業の方向性を示し、計画を策定するものとします。ただし、本ビジョンで策定

する重点的な実現化方策については、１０年後となる令和１０年度までに実現すること

を目指すものとします。 
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２章 八代生活環境事務組合の概要 

 

１．地勢 

 本組合を構成する八代市と氷川町は、熊本県のほぼ中央に位置し、面積は７１４．７

２ｋ㎡で、熊本県の９．６５％を占めています。本庁のある氷川町の中央部には東から

西へ２級河川である氷川が流れており、南北に走る国道３号を境に、東部に山林、丘陵

地帯、西部は八代海に面し、「西の八郎潟」として全国に名を馳せる不知火干拓をはじめ

とした平坦地帯が広がっています。 

 

 
出典：国土地理院ウェブサイト 

（https://maps.gsi.go.jp/#12/32.549273/130.681343/&base=std&ls=std&disp=1&vs=

c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0） 



第２章 八代生活環境事務組合の概要 

 

4 

 

２．人口 

本組合を構成する八代市と氷川町の人口は、１３９，４６６人（平成２７年国勢調査）

で熊本県の７．８０％を占めています。八代市と氷川町の人口ビジョンによると２０３

０年には１１６，６３５人となり、２０６０年には７３，６１７人となる予測です。本

組合行政区域内人口は４１，１５８人（平成３１年３月末）で、１０年前の４６，０８

０人（平成２１年３月末）と比較し、４，９２２人減少しています。本組合水道事業給

水区域内人口についても減少を続けており、今後も減少を続けることが見込まれます。 

 

図２－１ 給水区域内人口、給水人口及び普及率のグラフ 

 

※給水区域内人口：給水区域内の年度末の人口 

※給水人口：給水戸数（休止のものを除く。）×給水区域内人口÷世帯数 

※普及率：給水人口÷給水区域内人口 
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３．水資源 

（１）河川水 
 本組合が供給する水道水は、行政区域内を流れる２級河川の氷川上流に建設された県

営氷川ダムを水源としています。 

氷川ダムは熊本県が管理する県営ダムで、流域一帯の洪水調節、上水道、田畑灌漑な

ど治水と利用を目的として建設された多目的ダムです。熊本県内の水源ダムの中でも、

氷川ダムは水道事業の取水可能水量が最も多くなっています。 

 

表２―１ 水源ダム一覧（「熊本県の水道」（平成２９年３月３１日現在）から引用） 

番

号 
ダム名 所在地 ダム形式 ダム管理者 

有効貯水量

（千㎥） 

水道事業の 

取水可能水量 

（㎥/日） 

ダムを水源とする 

水道事業・水道用水供給事業名 

① 氷川ダム 八代市泉町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 熊本県（河川課） 1,400 10,500 八代生活環境事務組合上水道事業 

②  石打ダム 宇城市三角町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 熊本県（河川課） 1,130 3,800 宇城市（三角）上水道事業 

③ 亀川ダム 天草市枦宇土 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 熊本県（河川課） 1,000 8,000 天草市（旧本渡市）上水道事業 

④ 楠浦ダム 天草市楠浦 ｱｰｽﾀﾞﾑ 熊本県（農地整備課） 969 5,000 天草市（旧本渡市）上水道事業 

⑤ 第一ヤイラギダム 天草市牛深町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 天草市（水道専用ダム） 130 
6,620 

天草市（旧牛深市）上水道事業 

⑥ 第二ヤイラギダム 天草市牛深町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 天草市（水道専用ダム） 625 天草市（旧牛深市）上水道事業 

⑦ 姫の河内ダム 天草市牛深町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 天草市（水道専用ダム） 81 403 天草市牛深簡易水道事業 

⑧ 深海ダム 天草市牛深町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 天草市（水道専用ダム） 12 264 天草市牛深簡易水道事業 

⑨ 浅海ダム 天草市牛深町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 天草市（水道専用ダム） 19 398 天草市牛深簡易水道事業 

⑩ 内の原ダム 天草市牛深町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 天草市（水道専用ダム） 90 477 天草市牛深簡易水道事業 

⑪ 教良木ダム 上天草市 ﾛｯｸﾌｨﾙﾀﾞﾑ 熊本県（農地整備課） 1,371 950 
上天草市上水道事業（500 ㎥/日） 

上天草市倉岳簡易水道事業（450 ㎥/日）  

⑫ 上津浦ダム 天草市有明町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 熊本県（河川課） 440 1,200 天草市有明西簡易水道事業 

⑬ 五和東部ダム 天草市五和町 ﾛｯｸﾌｨﾙﾀﾞﾑ 熊本県（農地整備課） 720 500 天草市（旧五和町）上水道事業 

⑭ 都呂々ダム 天草郡苓北町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 熊本県（企業局） 1,160 1,939 苓北町都呂々富岡簡易水道事業 

⑮ 路木ダム 天草市河浦町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 熊本県（河川課） 2,080 4,600 
天草市（旧牛深市）上水道事業（3,000 ㎥/日） 

天草市一町田簡易水道事業（1,600 ㎥/日）  
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図２－２ 熊本県内の水道用水に関連する水源ダム（県ビジョンから引用） 

 

 

（２）地下水 

 熊本県内では、水道事業者の約８割が地下水を水源として水道水を供給しています。

本組合水道事業においても、補助水源の開発を目的として平成１４年度に泉村及び東陽

村、平成１５年度に宮原町及び竜北町の氷川流域で電気探査の調査を実施しています。

平成１４年度の調査では、泉村及び東陽村で実施しましたが、計画していた取水量を得

ることは困難との判断でした。平成１５年度の調査では、宮原町及び竜北町で実施し、

十分な取水量があるとの結果でしたが、採水層の地質・既設井戸との競合等、諸問題に

より地下水開発を断念しました。 

この結果により、配水量の備蓄を図るための配水池築造計画へ方針変換し、第３配水

池を築造しています。 

  



第２章 八代生活環境事務組合の概要 

 

7 

 

４．沿革 

 氷川総合開発の一環として、泉村下岳に多目的（洪水調節、畑地水田灌漑、上水道）

の氷川ダムが建設されることになり、旧八代郡千丁村、鏡町、竜北村、宮原町、東陽村

及び泉村の２町４村は、昭和４３年３月１４日に「八代郡上水道組合」の設立を熊本県

に申請し、同年４月１５日に設立許可を受けました。 

八代郡上水道組合は、計画給水人口を４１，０００人（竜北村７，９６０人、鏡町１

８，０９０人、千丁村６，９７０人、宮原町４，９８０人、東陽村２，０００人、泉村

１，０００人）として、昭和４３年１１月２５日に水道事業創設認可を受け、昭和４４

年４月１日には「八代郡水道企業団」に名称を変え、昭和４８年６月１日から給水を開

始しています。 

 昭和５１年６月３０日に「八代郡水道企業団」を解散し、翌７月１日に上水道事業と

じん芥処理事業を共同処理する「八代郡生活環境事務組合」を設立し、昭和５４年７月

１日に「八代郡衛生処理組合」と合併し、共同処理する事務にし尿処理事業を、構成団

体に旧八代郡坂本村（し尿処理事業に限る。）を追加しました。 

 さらに、平成２年６月６日共同処理する事務に火葬場を追加し、平成７年４月１日か

ら斎場の供用を開始しました。 

 平成の大合併により、平成１７年８月１日に旧八代市と本組合の構成団体である旧八

代郡坂本村、千丁町、鏡町、東陽村及び泉村の１市２町３村が合併し新しい八代市とな

ったことを受けて、本組合の名称を「八代生活環境事務組合」に変更しました。 

 平成１７年１０月１日に、本組合の構成団体である旧八代郡竜北町と宮原町が合併し

氷川町となり、八代市と氷川町の１市１町を構成団体として、上水道事業、ごみ処理事

業、し尿処理事業及び火葬場事業の４事業を共同処理しています。 

 その後、平成３０年７月には、八代市環境センターが運転を開始したことに伴い、ご

み処理区域が氷川町のみとなりました。 

 
 

図２－３ 八代生活環境事務組合組織図 

監査委員 会計管理者 

正副管理者 事務局長 次  長 

議  会 

総 務 課 

クリーンセンター 

衛生センター 

水道工務課 

課長 課長補佐 庶 務 係  

水道業務係 

ごみ処理係 

し尿処理係 

改 良 係 

維 持 係 

浄 水 係 

所長 所長補佐 

所長 所長補佐 

課長 （本庁） 課長補佐 

課長補佐 （浄水場） 

斎場を含む。 

係員（参事、主事） 係長（主幹） 

係長（主幹） 係員（参事、主事） 

係長（主幹） 係員（参事、主事） 

技能労務職員（技師） 

係長（主幹） 係員（参事、主事） 

技能労務職員（技師） 

係長（主幹） 

係長（主幹） 

係長（主幹） 

係員（参事、主事） 

係員（参事、主事） 

係員（参事、主事） 
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表２－２ 八代生活環境事務組合水道事業の沿革 

年 月 日 八代生活環境事務組合水道事業の動き 

昭

和 

43. 4.15 

 

  11.25 

・「八代郡上水道組合」（構成団体：千丁村、鏡町、竜北村、宮原町、

東陽村及び泉村）設立 

・厚生大臣から上水道事業認可 

44. 4. 1 

   12.17 

・「八代郡水道企業団」に名称変更 

・４ヵ年継続事業（総事業費 1,001,369千円）着工（財源：国庫補助

金 50,246千円、起債900,000千円、町村負担金51,123千円） 

48. 6. 1 ・千丁村、鏡町、竜北村及び宮原町の全域、東陽村（種山地区の全域）

並びに泉村（下岳地区の全域）に給水開始 

・下益城郡小川町（現宇城市）下住吉、不知火地区へ日量140㎥を分

水開始 

50.11.20 ・下益城郡小川町町地区へ日量500㎥の救援水を送水 

51. 6.30 

    7. 1 

   11.20 

・「八代郡水道企業団」解散 

・「八代郡生活環境事務組合」設立 

・天草郡大矢野町（現上天草市）へ日量3,000㎥を分水開始 

54. 3.31 ・浄水場排水処理施設竣工 

59. 4. 1 ・下益城郡小川町下住吉、不知火地区への分水量を日量50㎥に変更 

63. 3.31 ・浄水場急速ろ過池改良（12.5㎥/池×8池） 

平

成 

 4. 2.28 ・現在地に新庁舎移転 

 8. 3.15 ・浄水場沈殿池傾斜板設置 

 9. 3.15 ・浄水場急速ろ過池増設（12.5㎥/池×2池） 

10. 3.15 ・野津配水池築造（3,000㎥、PC造） 

11. 1.29 ・浄水場中央監視盤更新 

13.12.31 ・下益城郡小川町町地区への救援水の送水終了 

16. 8.31 ・下益城郡小川町下住吉、不知火地区への分水終了 

17. 3.31 

    8. 1 

・第２浄水池築造（800㎥、PC造） 

・合併により「八代生活環境事務組合」に名称変更 

21. 1.31 ・浄水場排水処理施設に天日乾燥床増設（40㎥×7床） 

26. 3.24 ・第３配水池築造（5,000㎥、PC造） 

27. 2.27 

27. 7. 1 

・東段配水池（№1）耐震補強 

・浄水場夜間運転業務委託開始 

28. 3.15 ・東段配水池（№2）耐震補強 

28. 3.16 ・浄水場着水井・混和池耐震補強 

30. 2.27 ・浄水場浄水池（№1）耐震補強 

令

和 

2. 1.15 ・浄水場沈殿池（№1・2）耐震補強 
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第３章 水道事業の現状分析と課題 

 

１．水質 

水道事業においては、水道法で定められている水質検査を行い、水質基準に適合した

安心・安全な水を住民の皆様に提供しています。 

 本組合は、氷川ダムの貯留水を水源としていることから、比較的良質な原水に恵まれ

ており、これまでのところ目立った水質悪化等は見られておりませんでしたが、近年、

臭気発生の原因物質であるジェオスミンが検出されるようになったことから検査体制

の強化を図り毎週検査を実施しています。 

 

表３－１ ９項目水質検査結果（平成３０年度最大値） 

 

 

２．水道施設 

（１）浄水施設 

本組合の椎屋浄水場では、原水中の濁りや細菌等を取り除き、急速ろ過方式により日

量１０，５００ｍ3／日（処理能力１５，０００ｍ3／日）の処理を行い、安定した水を供

給しています。 

昭和４８年に運用を開始した椎屋浄水場は、平成２８年度より耐震補強等工事を進め

ており、令和３年度に工事完了予定としています。これにより、震災等においても被害

を最小限に抑え速やかに水の提供ができます。今後時期を検討し、再度耐震診断のため、

コンクリート強度の調査を行い浄水場の更新時期を検討する必要があります。 

 

椎屋浄水場 千丁町二の丸 氷川町若洲 泉町平

一般細菌 0 0 0 0 100個/ｍℓ以下

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 検出されないこと

塩化物イオン 6.2 6.3 6.5 6.2 200ｍｇ/ℓ以下

有機物
（全有機炭素（ＴＯＣ））

ｐＨ値 7.9 7.9 8.1 8.0 5.8以上8.6以下

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

色度 0.5未満 0.8 1.0 0.6 5度以下

濁度 0.1 0.1 0.1 0.1未満 2度以下

基準値検査項目

0.4 0.4 0.4 0.5 3ｍｇ/ℓ以下

採水箇所
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図３－１ 上水道フローシート 

 

 

 

 

椎屋浄水場沈殿池 

 

 

 

 

前 塩

素 

活 性

炭 

ＰＡＣ 
（ポリ塩化アルミニウム） 

フロック形成池 

着水井 
混和池 
薬

品 
調圧水槽 

氷川ダム 

沈殿池 
横流式傾斜板 

排泥装置 

φ700～600ｍｍ 
導水管 ６，１５９

ｍ 

後 塩

素 

浄水池 

（10池） 
急速ろ過池 

送水管 φ400ｍ

ｍ 

東段配水池・第３配水池 

野津配水池 

φ200ｍｍ 

加圧施設 

排水処理場 
濃 縮 槽 
天日乾燥床 

東陽町 
氷川町 
（一部） 

泉町（下岳地区） 

千丁町 

鏡町 

氷川町 

上天草市（分水） 
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（２）配水施設 

配水池は、浄水場からの送水を受け、給水区域の水需要量に応じた配水を行うための

上水貯留池です。配水量の時間変動を調節する機能と、非常時には一定の時間、所定の

水量及び水圧を維持できる機能を持ちます。 

 本組合は、３箇所の配水池を所有し、八代市千丁町及び鏡町、八代郡氷川町、上天草

市へ自然流下方式により配水しています。また、八代市東陽町と八代郡氷川町の一部に

ついては、送水管より直接配水を行っています。 

 ポンプ場は、標高の高い場所へ水を運ぶ機能を持った施設で、送水ポンプ、機械・電

気設備、建築物などからなります。 

 本組合は、８箇所のポンプ場を所有し、泉町の３箇所、東陽町の３箇所、氷川町の２

箇所の加圧ポンプにより山間部への配水を行っています。 

  

表３－２ 配水池概要 

 

 

表３－３ ポンプ場一覧 

 

 

 

第３配水池 

東段配水池 ＲＣ造（２池） ３，６００ｍ
3 〇 ＥＬ＋５３．０ｍ

第３配水池 ＰＣ造（１池） ５，０００ｍ3 〇 ＥＬ＋５３．０ｍ

野津配水池 ＰＣ造（１池） ３，０００ｍ3 〇 ＥＬ＋５３．０ｍ

耐震基準 備考施設名 構造種別 容量

泉町 平ポンプ場 尾園ポンプ場 土生ポンプ場

東陽町 黒渕ポンプ場 重見ポンプ場 栗林ポンプ場

氷川町 桜ヶ丘ポンプ場 川上ポンプ場
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図３－２ 給水区域と施設位置図 
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（３）水道管路 

令和元年度末時点で本組合上水道の総管路延長（導水管、送水管、配水管）は、おお

よそ２４３．５ｋｍですが、毎年度行う管路整備のためのバイパス化や新規布設に伴い

少しずつ増加しています。 

 一方、総管路延長の耐震化率は、４３．１％と低い値を示しています。導水管の６，

１５９ｍと送水管のうち６，７９０ｍについては、昭和４８年の給水開始当初に布設さ

れており、劣化や腐食が進みつつあります。今後、管種・布設年度等を考慮し、長期更

新計画の策定を行い、耐震性に優れた管種による更新を進めていきます。 

 また、配水管総延長の２２８ｋｍのうち３．６ｋｍ残存する石綿管の更新も併せて行

います。 

 

表３－４ 水道管路概要 

 

※導水管については下益城南部土地改良区との共用管 

 

 

 

施工現場の様子 

 

 

 

 

 

管種 総延長（ｍ） 耐震化延長（ｍ） 耐震化割合（％）

導水管 6,159 0 0.0

送水管 9,175 9,175 100.0

配水管 228,173 95,681 41.9

計 243,507 104,856 43.1
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３．災害時対応 

大規模な地震や風水害などの災害時では、広範囲にわたる応急給水や応急復旧が必要

となり、本組合だけによる対応では限界があります。このような緊急時でも迅速な対応

が可能となるように、今後、近隣自治体との相互応援体制の強化を図る必要があります。 

また、水道の速やかな災害復旧を行うことを目的とする「水道危機管理マニュアル」

を策定しており、必要に応じて計画の改定を図ることとしています。 

災害時において電力が供給されない場合は、配水池及びポンプ施設等に自家用発電設

備を設置し、給水の継続を行います。 

また、各配水池においては、給配水管が寸断された場合、水位低下の前に緊急遮断弁

を閉じ、仮設給水拠点において車載用給水タンク及び可搬ポリタンクによる応急給水を

行います。 

今後、災害発生時の被害を低減するため、施設の耐震化、応急復旧に必要な資機材の

確保などを計画的に進めていく必要があります。 

 

※緊急遮断弁・・・地震動や異常流量を感知して自動的に閉止し、災害時の水の流出を 

        防ぐバルブ。 

 

 

 

 

 

 
 

図３－３ 災害時情報連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県保健所 氷川ダム

警察署 消防署八代生活環境事務組合

上天草市 八代市 氷川町
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図３－４ 応急給水方法 
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（給水タンク設置）

（給水タンク設置）

（給水タンク設置）

第３配水池

千丁地区避難所（5,000㎥）

鏡地区避難所桜ヶ丘ポンプ場

東陽地区避難所（3,600㎥）

東段配水池

（給水車）

給水拠点

補給拠点

（給水タンク設置）

（給水タンク設置）宮原地区避難所（3,000㎥）

野津配水池

竜北地区避難所
（給水車）

補給拠点 給水拠点

（給水タンク設置）平ポンプ場
（78㎥）

泉地区避難所
（給水車）
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４．経営 

 本組合の給水収益は、人口減少や節水傾向による使用水量の低下により、減少傾向に

あります。 

水道事業の収支は、収益的収支と資本的収支から成り、営業活動による収支と、資本

の増減に伴う収支に分別されます。 

 

（１）収益的収支 

 収益的収支とは、水道料金を主な収入とし、人件費及び浄水施設や配水施設の維持管

理に要する支出を中心とした営業活動における収支のことをいいます。 

 水道事業は、地方公営企業法の適用を受け、事業経営にかかる経費は原則として企業

経営に伴う収入をもって充当するとされています。そのためお客様から頂く水道料金を

主な財源として、給水までにかかる費用や施設整備にかかる費用を賄っています。 

 収益的収支は、以下の図のとおり収入が支出を上回っており、健全な経営状況を維持

しています。 

 また、主な経営指標を算定し全国の類似団体と比較した結果、総収支比率、経常収支

比率、営業収支比率は、それぞれ類似団体、全国平均より高い値で推移しています。（表

３－５参照） 

 しかしながら、収入の大部分を占める給水収益は、今後の人口減少等により大幅な伸

びは見込めません。また支出面では、老朽化した施設や管路更新など多額の施設整備が

必要となるため、今後より一層の経営基盤の強化が必要です。 

 

 

 

図３－５ 収益的収支 
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表３－５ 収益性に関する経営指標 

 

※総収支比率：総収益の総費用に対する割合。１００％以上であることが望ましい。 

※経常収支比率：経常収益の経常費用に対する割合。１００％以上であることが望ましい。 

※営業収支比率：営業収益の営業費用に対する割合。１００％以上であることが望ましい。 

※類似団体（a６）：ダムを主な水源とし、給水人口が１．５万人以上３万人未満の団体。 

 

（２）資本的収支 

 資本的収支とは、水道施設などを建設、改良し整備するための費用と、その財源とな

る収入のことをいいます。 

平成３０年度の決算状況を見ると以下の図のとおり、企業債を借入れることなく建設

改良工事を行っており経営は安定しています。支出の不足額１４２，１５５，０３８円

は、現金支出を伴わない減価償却費（内部留保資金）や、これまでの収益的収支による

純利益を積立てた利益剰余金などから補填されています。 

 また、過去の建設改良で累積された企業債残高は、５億５，０００万円（平成３０年

度末）あり、平成９年度に配水池築造事業により借入れた償還金は令和７年度、令和９

年度に返済を終え、令和１０年度企業債残高は、２億７，３００万円となる予定です。 

 

 

図３－６ 平成３０年度の資本的収支内訳 

平成 平成 類似団体（a6）平均

30年度 29年度 平成29年度

総収益

総費用

営業収益+営業外収益

営業費用+営業外費用

営業収益-受託工事収益

営業費用-受託工事費

経営指標 算定方法 単位
全国平均

平成29年度

総収支比率 ×100 ％ 111.93 106.10

102.94

営業収支比率 ×100 ％ 114.46 108.93 85.22 87.02

経常収支比率 ×100 ％ 111.93 106.10 99.52

99.62 101.81

【単位：円】

収入及び補填財源 支出
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図３－７ 企業債償還状況 

 

（３）資産状況 

企業債償還元金対減価償却費比率は、類似団体平均、全国平均と比較しても低い値で

推移しており、健全な経営状況を維持しています。この指標は、投下資本の回収と再投

資との間のバランスを見るものです。一般的にこの比率が１００％を超えると、再投資

を行うに当たって企業債などの外部資金に頼らざるを得なくなり、投資の健全性は損な

われることになります。 

有形固定資産減価償却率は、年々増加傾向にあり、施設の老朽化に伴い生産能力の低

下や修繕費の発生などが懸念され、今後の設備投資が重要となります。 

当年度減価償却率は、平準化した設備投資や統一的な償却方法がとられている限り極

端な変動をすることはなく、当比率が３％前後を示しているものが多く、団体間、年度

間であまり差異は見られません。 

 

表３－６ 資産状況に関する経営指標 

 
※企業債償還元金対減価償却費比率：企業債元金償還金の減価償却費に対する割合。１００％ 

以下であることが望ましい。 

※有形固定資産減価償却率：有形固定資産の減価償却費の進展の割合。値が大きいほど古い資             

産が多いことを示す。 

 ※当年度減価償却率：償却対象固定資産に対する平均償却率。値が大きいほど投資の偏りが大          

きく、減価償却費が集中していることを示す。 
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×100 ％
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（４）財務状況 

流動比率は、１年以内に現金化できる資産が、１年以内に返済すべき負債をどれだけ

上回っているかを示す指標です。 

したがって、流動資産が流動負債を上回っている、つまり流動比率が１００％以上で

あるということは、短期的な支払能力が支払義務を賄って余り有るということを意味し、

支払余力があると推測することができます。本組合は、類似団体平均、全国平均と比較

しても高い値で推移しています。 

自己資本構成比率は、その値が高くなると他人資本の減少、つまり借入金の減少を意

味します。本組合の比率は、高い値にあり財政は安定しています。 

固定比率は、１００％以下であれば、固定資産より自己資本のほうが大きく、組合が

長期的に保有する固定資産を自己資本だけでカバーできており財政は安全な水準にあ

ると考えられます。ただし、水道事業の場合は、建設投資のための財源として企業債に

依存する度合が高いため、必然的にこの比率が高くなります。そのため、固定資産対長

期資本比率と併せて考える必要があり、固定比率が１００％を超えていても固定資産対

長期資本比率が１００％を下回っていれば、長期的な資本の枠内の投資が行われている

ということで、必ずしも不健全な状態とはいえません。 

 

表３－７ 財務状況に関する経営指標 

 
※流動比率：短期的な支払能力を判断する指標。１００％以上でより高いほど安全。 

※自己資本構成比率：自己資本金と剰余金の負債・資本に対する割合。高いほど安全。 

 ※固定比率：自己資本で固定資産をどの程度賄っているかを示す。低いほど安全。 

 ※固定資産対長期資本比率：固定資産がどの程度返済期限のない自己資本や固定負債等の長期 

資本及び長期借入金によって調達されているかを示す。 

 

（５）生産性 

 職員一人当たりの生産性については、給水人口及び給水収益を基準とした指標です。 

生産性の向上は、設備投資や管理の効率化、業務の委託化と密接に関連しています。

そのため設備投資や費用に関する他の指標と併せて、総合的に判断する必要があります。 

いずれの指標も規模の大きい事業ほど生産性が高い傾向にあります。 

 職員一人当たりの営業収益、給水収益は、類似団体平均、全国平均と比較すると低い

値で推移しています。これは水道使用料金の単価が低いことも影響しており、今後は、

職員配置の適正化、業務委託など経営効率化を行うと共に水道料金改定も視野に入れた

経営基盤の強化が必要です。 

類似団体 全国平均

（a6）平均 平成

平成29年度 29年度

流動資産

流動負債

資本金+剰余金

負債資本合計

固定資産

自己資本金+剰余金

固定資産

資本金+剰余金+固定負債+繰延収益

65.48

131.94

89.7291.48 91.41

255.55

単位

59.69

151.22

93.84

76.45 77.62

107.64 108.99

平成

30年度

平成

29年度

％

％

337.28 459.04 366.64％

固定資産対
長期資本比率

×100 ％

経営指標

流動比率

自己資本構成比率

固定比率

算定方法

×100

×100

×100
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表３－８ 生産性に関する経営指標 

 

 

 

 

 

 

 
県営氷川ダム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類似団体 全国平均

（a6）平均 平成

平成29年度 29年度

現在給水人口

損益勘定職員数

年間総有収水量

損益勘定職員数

（営業収益－受託工事収益）

損益勘定職員数

給水収益

損益勘定職員数

49,745

職員１人当たり
給水収益

千円 32,649 32,669 45,885 48,473

職員１人当たり
営業収益

千円 32,812 32,910 46,736

2,330

職員１人当たり
有収水量 ｍ3 262,156 260,823 230,433 250,367

職員１人当たり
給水人口

人 2,186 2,207 2,128

経営指標 算定方法 単位
平成

30年度

平成

29年度
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５．環境対策 

（１）省エネルギー対策 

水道施設は、各利用者に給水するまでに多くのエネルギーや資源を消費しています。 

消費するエネルギーの大部分は、ポンプ等の動力源である電力が占めており、地球温暖

化の原因となる温室効果ガスの発生を抑制するため、水道施設の省エネルギー対策が求

められています。 

 本組合では、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果

ガスの排出量を削減することを目的とした「八代生活環境事務組合地球温暖化対策実行

計画（事務事業編）」を策定しており、２０３０年度に２０１７年度比で２６％削減する

ことを目標としています。 

 今後、温室効果ガスの排出要因である、電気使用量と灯油、ガソリンなどの燃料使用

量の削減に重点的に取り組み、再生可能エネルギーとして、浄水施設更新時に小水力発

電の導入を検討する必要があります。 

 

 

（２）水道水の有効利用 

 水道事業の有効率の向上は、環境対策として必要です。漏水は水資源の損失となるだ

けでなく、エネルギーの消費量の増加や道路陥没事故などの二次災害を引き起こす要因

にもなります。 

 本組合では、漏水防止のため、漏水調査を継続的に実施しています。漏水の早期発見

に努めて修繕することにより、貴重な水資源の無駄を無くし、更なる有効率の向上を図

る必要があります。 

 
図３－８ 有効率の推移 

 

※有効率：給水する水量と有効水量との比率 

 

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

本組合 92.9 92.3 91.9 91.0 91.0 90.4 91.4 90.5

熊本県平均 89.9 89.6 89.0 89.1 88.7 85.4 87.8

同規模団体 87.1 86.9 86.4 86.2 86.0 86.3 85.7

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

【単位：％】 
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６．課題のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

•より安全・安心である水を確保するために管理体制の強化

•危機管理マニュアルなどの適正な更新

安全
安全な水の供給は
保証されているか

•水道施設や管路の耐震化更新の実施

•大規模災害時の近隣自治体との相互応援体制の強化

•非常時の応急復旧に必要な資機材の確保及び飲料水確保

強靭
危機管理への対応は
徹底されているか

•業務効率化・財政健全化の強化

•温室効果ガスの排出要因であるエネルギー使用量の削減

•漏水調査の実施による有効率の向上

持続
水道サービスの持続性
は確保されているか


